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一般質問

　

①
情
報
処
理
体
制
の
強
化
に
つ

い
て
、
責
任
者
が
不
在
の
場
合
等

で
も
危
機
管
理
能
力
は
一
定
で
あ

る
べ
き
で
は
。
②
国
等
か
ら
の
情

報
の
伝
達
や
受
信
に
つ
い
て
、
24

時
間
常
に
ム
ラ
の
な
い
危
機
管
理

能
力
と
、
そ
の
直
後
の
対
応
策
は
。

③
避
難
指
示
な
ど
の
、
緊
急
事
態

で
の
命
令
口
調
の
徹
底
へ
の
考
え

は
。
④
都
は
危
機
管
理
監
に
元
陸

上
自
衛
隊
師
団
長
を
充
て
た
。
区

で
も
こ
う
し
た
人
事
を
取
り
入
れ

て
は
。
⑤
都
の
第
二
建
設
事
務
所

の
現
場
職
員
を
、
有
事
の
際
に
区

が
実
働
指
揮
で
き
な
い
か
。

　

区
長　

❶
❷
24
時
間
い
つ
で
も

事
態
に
対
処
で
き
る
危
機
管
理
を

区
組
織
全
体
で
徹
底
す
る
た
め
、

管
理
職
に
よ
る
危
機
管
理
宿
直
を

配
置
し
て
い
る
。
情
報
入
手
後
の

対
応
は
、
速
や
か
な
情
報
伝
達
に

よ
り
、
連
絡
調
整
を
確
実
に
行
う

体
制
を
と
っ
て
い
る
。
❸
状
況
に

応
じ
た
適
切
な
情
報
の
伝
達
を
行

う
よ
う
徹
底
し
て
い
く
。
❹
東
京

消
防
庁
等
か
ら
職
員
派
遣
を
受
け

て
お
り
、
更
な
る
連
携
の
強
化
に

努
め
る
。
❺
都
の
職
員
に
も
役
割

が
あ
り
困
難
で
は
あ
る
が
、
更
な

る
連
携
強
化
を
進
め
る
。

都
区
制
度
改
革
に
つ
い
て

　

①
基
礎
的
自
治
体
と
し
て
区
が

実
施
す
る
清
掃
事
業
の
評
価
は
。

②
清
掃
一
部
事
務
組
合
の
経
営
改

革
プ
ラ
ン
や
情
報
公
開
等
の
取
り

組
み
等
へ
の
評
価
は
。
③
区
移
管

に
伴
う
財
産
の
取
り
扱
い
で
は
、

無
償
譲
渡
の
土
地
と
建
物
に
は
用

途
指
定
が
あ
る
が
㋐
区
内
粗
大
ご

み
中
継
場
の
効
率
的
な
活
用
を
関

係
機
関
へ
働
き
か
け
て
は
。
㋑
23

区
全
体
の
状
況
は
。
④
水
銀
混
入

に
よ
る
清
掃
工
場
の
停
止
に
つ
い

て
㋐
復
旧
の
費
用
と
負
担
は
。

㋑
自
己
規
制
値
は
。
㋒
再
発
防
止

へ
の
抜
本
的
な
対
策
は
。

　

都
市
環
境
事
業
部
長　

❶
ご
み

の
各
戸
収
集
等
を
実
施
し
た
。
こ

れ
も
区
が
移
管
を
受
け
た
か
ら
こ

そ
実
現
で
き
た
も
の
だ
。
❷
効
率

的
で
、
区
民
に
開
か
れ
た
運
営
を

行
っ
て
い
る
。
❸
㋐
都
へ
働
き
か

け
て
い
く
。
㋑
旧
不
燃
ご
み
中
継

施
設
の
跡
地
を
有
す
る
区
は
５
区

で
、
リ
サ
イ
ク
ル
関
連
施
設
等
に

利
用
し
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。

❹
㋐
平
成
23
年
度
は
３
工
場
の
停

止
が
あ
り
、
復
旧
に
要
し
た
経
費

は
150
万
円
な
ど
だ
。
そ
の
財
源
は

各
区
の
分
担
金
が
充
て
ら
れ
て
い

る
。
㋑
１
㎥
当
た
り
0.05
㎎
で
、
水

銀
式
体
温
計
な
ら
266
本
に
相
当
す

る
量
だ
。
㋒
各
事
業
所
へ
の
周
知

徹
底
な
ど
再
発
防
止
に
取
り
組
ん

で
い
る
。

品
川
の
魅
力
に
つ
い
て

　

①
品
川
ブ
ラ
ン
ド
を
売
り
込
む

意
気
込
み
は
。
②
五
反
田
ふ
れ
あ

い
水
辺
広
場
と
天
王
洲
運
河
の
乗

船
施
設
等
の
整
備
事
業
の
進
み
具

合
等
は
。
③
大
森
貝
塚
の
範
囲
が

品
川
区
に
ほ
ぼ
特
定
さ
れ
た
事
を

発
信
し
て
は
。
④
区
指
定
文
化
財

に
居
木
神
社
の
一
刀
彫
宮
神
輿
等

を
指
定
し
て
は
。
⑤
品
川
の
魅
力

を
ど
の
よ
う
に
Ｐ
Ｒ
し
て
い
く
の

か
。
⑥
観
光
大
使
の
任
命
の
考
え

方
は
。
⑦
年
間
の
区
や
地
域
の
行

事
、
予
定
な
ど
を
わ
か
り
や
す
く

一
元
化
し
、
区
民
に
周
知
し
て
は
。

　

地
域
振
興
事
業
部
長　

❶
区
長

の
ト
ッ
プ
セ
ー
ル
ス
を
は
じ
め
、

各
種
メ
デ
ィ
ア
等
を
通
じ
て
後
押

し
す
る
。
❷
五
反
田
ふ
れ
あ
い
水

辺
広
場
は
タ
ラ
ッ
プ
等
の
整
備
を

検
討
し
て
い
る
。
天
王
洲
運
河
は

水
深
が
十
分
で
な
い
こ
と
等
か
ら

設
置
が
困
難
で
あ
り
、
ほ
か
の
候

補
地
の
選
定
を
進
め
て
い
る
。　

❸
し
な
が
わ
観
光
協
会
等
と
も
連

携
を
図
り
、
更
な
る
発
信
に
努
め

る
。
❹
専
門
家
の
意
見
を
聞
き
、

文
化
財
調
査
を
行
う
。
❺
❻
Ｐ
Ｒ

　

①
今
回
の
改
訂
に
あ
た
っ
て
の

㋐
基
本
的
な
考
え
方
は
。
㋑
具
体

的
な
進
め
方
と
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
。

㋒
財
政
の
見
通
し
は
。
②
改
訂
後

の
重
点
課
題
は
。
③
都
区
財
政
調

整
制
度
に
つ
い
て
㋐
区
長
は
制
度

を
ど
う
評
価
し
て
い
る
の
か
。

㋑
特
別
区
と
し
て
ど
う
動
き
、
都

へ
働
き
か
け
て
い
く
の
か
。

　

区
長　

❶
㋐
社
会
経
済
の
変
化

を
踏
ま
え
、
前
期
５
年
の
経
過
を

目
途
に
中
間
の
見
直
し
を
行
う
。

㋑
基
礎
調
査
結
果
を
も
と
に
課
題

な
ど
を
整
理
し
、
来
年
度
に
は
改

訂
版
計
画
を
取
り
ま
と
め
て
い
く
。

㋒
厳
し
い
財
政
見
通
し
だ
。
❷
今

後
の
検
討
課
題
と
す
る
。
❸
㋐
一

定
の
改
革
は
実
現
し
た
が
、
課
題

解
決
に
向
け
た
取
り
組
み
を
進
展

さ
せ
て
い
く
。
㋑
区
の
基
本
的
な

考
え
方
を
幅
広
く
ア
ピ
ー
ル
す
る
。

緊
急
経
済
対
策
に
つ
い
て

　

①
区
内
中
小
企
業
の
融
資
あ
っ

せ
ん
の
動
向
や
実
績
は
。
②
区
は

中
小
企
業
が
何
を
求
め
て
い
る
か

を
把
握
し
、
的
確
に
対
応
で
き
て

い
る
の
か
。
③
区
内
に
は
コ
ン
ビ

ニ
と
は
違
う
ミ
ニ
ス
ー
パ
ー
な
ど

が
増
え
て
き
て
い
る
。
ど
う
い
っ

た
特
徴
が
あ
り
、
区
内
に
何
店
舗

あ
る
の
か
。
④
今
後
の
商
店
街
に

対
す
る
支
援
の
考
え
方
や
方
法
は
。

　

地
域
振
興
事
業
部
長　

❶
平
成

24
年
度
か
ら
経
営
安
定
化
資
金
を

新
設
し
た
。
８
月
ま
で
の
申
し
込

み
は
312
件
、
約
60
億
円
だ
。
❷
融

資
ニ
ー
ズ
に
的
確
に
応
え
ら
れ
る

よ
う
努
め
て
い
く
。
❸
商
品
の
大

半
が
生
鮮
を
含
む
食
品
で
割
安
な

価
格
で
あ
る
こ
と
等
が
特
徴
だ
。

店
舗
数
は
小
型
ス
ー
パ
ー
20
店
、

コ
ン
ビ
ニ
202
店
だ
。
❹
様
々
な
観

点
か
ら
支
援
に
努
め
て
い
く
。

待
機
児
童
解
消
と

今
後
の
保
育
施
策
に
つ
い
て

　

①
長
期
基
本
計
画
の
改
訂
作
業

の
た
め
に
行
う
、
人
口
動
向
の
調

査
の
内
容
と
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
。

②
少
子
化
の
波
は
必
ず
や
っ
て
く

る
が
㋐
待
機
児
童
の
ピ
ー
ク
を
超

え
た
後
の
展
開
は
。
㋑
保
育
園
の

あ
り
方
を
ど
う
考
え
る
の
か
。

　

子
ど
も
未
来
事
業
部
長　

❶
分

析
も
含
め
、
年
度
内
に
は
完
了
さ

せ
、
で
き
る
限
り
早
く
議
会
に
報

告
し
て
い
く
。
❷
㋐
調
査
を
踏
ま

え
検
討
し
て
い
く
。
㋑
関
連
３
法

に
関
す
る
国
や
都
の
動
向
を
注
視

し
つ
つ
、
乳
幼
児
教
育
の
充
実
を

図
る
方
向
で
適
切
に
対
応
す
る
。

高
齢
者
対
策
に
つ
い
て

　

①
高
齢
者
が
住
み
慣
れ
た
地
域

で
安
心
し
て
生
活
す
る
た
め
に
は
、

住
宅
は
重
要
な
施
策
だ
。
６
月
に

開
設
し
た
大
井
林
町
高
齢
者
住
宅

に
入
居
さ
れ
た
方
は
ど
の
よ
う
な

生
活
を
送
っ
て
い
る
の
か
。
区
は

入
居
者
の
声
を
ど
う
捉
え
、
課
題

を
改
善
し
て
い
る
の
か
。
②
高
齢

者
住
宅
の
今
後
の
考
え
方
は
。

　

健
康
福
祉
事
業
部
長　

❶
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
も
広
が
り
、
環
境
に
な

じ
め
な
い
方
に
は
ス
タ
ッ
フ
が
丁

寧
に
対
応
し
て
い
る
。
今
後
も
快

適
な
生
活
空
間
を
築
い
て
い
く
。

❷
見
守
り
機
能
な
ど
を
強
化
し
た

こ
の
住
宅
を
先
行
モ
デ
ル
と
し
、

今
後
の
方
向
性
を
検
討
し
て
い
く
。

施
設
の
更
新
期
と
有
効
利
用

に
つ
い
て

　

①
区
施
設
の
今
後
の
建
て
替
え

と
有
効
利
用
の
考
え
方
は
。
②
こ

み
ゅ
に
て
ぃ
ぷ
ら
ざ
八
潮
に
つ
い

て
、
八
潮
と
い
う
立
地
の
中
で
利

用
率
の
ア
ッ
プ
が
望
め
な
い
と
思

う
が
、
今
後
の
他
の
利
用
に
つ
い

て
の
展
望
は
持
っ
て
い
る
の
か
。

　

地
域
振
興
事
業
部
長　

❶
費
用

対
効
果
を
踏
ま
え
、
よ
り
効
果
的

　
・
効
率
的
な
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
を
め
ざ
す
。
❷
徐
々
に
施
設
の

存
在
や
特
色
も
周
知
さ
れ
、
利
用

の
増
加
も
見
込
ま
れ
る
。
今
後
は

有
効
な
利
用
方
法
も
検
討
す
る
。

自
転
車
等
駐
車
場
に
つ
い
て

　

①
公
園
や
庁
舎
等
に
、
目
的
以

外
に
駐
輪
し
て
い
く
ケ
ー
ス
は
ど

の
ぐ
ら
い
あ
る
の
か
。
②
区
役
所

通
り
か
ら
庁
舎
に
向
け
た
通
路
に

し
ば
し
ば
自
転
車
が
は
み
出
て
お

り
、
車
い
す
等
の
支
障
に
も
な
っ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
へ
の
対
応
は
。

　

総
務
部
長　

❶
し
な
が
わ
中
央

公
園
で
は
昨
年
度
43
台
の
自
転
車

等
を
撤
去
し
た
。
庁
舎
に
つ
い
て

も
、
今
後
注
意
喚
起
を
図
る
。

❷
適
宜
移
動
等
の
措
置
を
行
っ
て

き
た
が
、
今
後
も
継
続
的
に
こ
れ

ら
の
措
置
を
行
う
と
と
も
に
、
モ

ラ
ル
の
向
上
を
喚
起
し
て
い
く
。

長
期
基
本
計
画
の
改
訂
に
つ
い
て

藤
原　

正
則　

議
員

（
み
・
無
）

本多　健信　議員（自民）

危機管理の心得について

の
あ
り
方
を
模
索
す
る
中
で
、
観

光
大
使
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
い

く
。
❼
ど
の
よ
う
な
方
法
が
可
能

か
検
討
し
て
い
く
。

生
活
保
護
費
の
縮
小
に
つ
い
て

　

①
歳
出
の
縮
小
に
つ
い
て
の
取

り
組
み
は
。
②
必
要
以
上
の
通
院

だ
と
思
わ
れ
る
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、

所
見
は
。
③
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬

品
の
導
入
を
徹
底
す
る
べ
き
で
は
。

　

健
康
福
祉
事
業
部
長　

❶
適
正

な
受
診
指
導
や
就
労
支
援
、
資
産

把
握
の
た
め
の
金
融
機
関
本
店
等

へ
の
一
括
照
会
な
ど
を
行
っ
て
い

る
。
❷
通
院
日
数
が
多
い
者
を
電

子
レ
セ
プ
ト
に
よ
り
抽
出
し
、
通

院
回
数
や
治
療
内
容
の
適
正
化
を

行
っ
て
い
る
。
❸
後
発
医
薬
品
の

利
用
状
況
を
調
査
し
、
結
果
に
基

づ
い
て
、
個
別
に
説
明
を
し
使
用

促
進
に
努
め
て
い
く
。

請願・陳情の審査結果（平成24年第3回定例会）
品川区議会議長あてに提出された請願・陳情について、審査結果をお知らせします。

※採　択（区議会として、ご希望に賛同します。）　 趣旨採択（区議会として、ご希望の趣旨には賛同します。）
　不採択（区議会としては、ご希望に賛同しかねます。）　 継続審査（区議会として、引き続き慎重に審査します。）  

付託委員会 請願・陳情件名

10・23通達の順守を求める事に関する陳情

区民に開かれた品川区議会運営をもとめる陳情

豊葉の杜中学校跡の活用に関する請願

受理番号 審査結果※

採　択平成24年 請願 第９号

平成24年 請願 第10号 採　択

平成24年 陳情 第９号 趣旨採択

平成24年 請願 第11号 採　択

平成24年 請願 第12号 不採択

平成24年 陳情 第10号 不採択

平成24年 陳情 第14号 不採択

平成24年 請願 第6号 継続審査

総務委員会

厚生委員会

行財政改革
特別委員会

文教委員会

議会運営
委員会

固定資産税及び都市計画税の軽減措置の
継続について意見書の提出に関する請願

固定資産税及び都市計画税の軽減措置の
継続について意見書の提出に関する請願

品川区役所第二駐車場における身体障害
者専用駐車場の運営・管理に関する陳情

上大崎三丁目「みやこ荘跡地」への特養
ホームの整備を求める請願

品川区が購入を決めた国有地（旧みやこ荘跡地）に、
特養ホームと老健施設の建設を求める請願


